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住宅局安心居住推進課 
 

サービス付き高齢者向け住宅を整備する事業者を支援します！ 
～「令和７年度 サービス付き高齢者向け住宅整備事業」の募集を開始～ 

 
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる住まいの確保を図るため、サー

ビス付き高齢者向け住宅（サ高住）を整備する民間事業者等を支援しています。本日より、

当該住宅を整備する民間事業者等の募集を開始します。  
1) 支援概要（詳細は別紙参照） 

（１）サービス付き高齢者向け住宅の要件  
・ 高齢者住まい法に規定するサ高住として 10 年以上登録すること 
・ 原則として省エネ基準に適合すること 
・ 家賃の限度額は、所在市区町村に応じて設定した額とすること 
・ 入居者が、任意の事業者による介護サービスを利用できること 
・ 情報提供システムの運営情報の提供、更新を行うこと 
・ 新築・改修の場合は、都道府県及び市区町村のまちづくり方針と整合していること  等 

（２）補助の内容  
新築 1/10（上限 70・120・135 万円／戸 等）※住戸面積や設備等により上限額が異なります 
改修  1/3 （上限 195 万円／戸 等）※住戸面積や工事内容等により上限額が異なります 
既設改修 1/3 （上限 10 万円／戸 等）※既設改修のメニューにより上限額が異なります 

※高齢者生活支援施設、再エネ等設備の設置に対する補助メニューもあります。 

2) 応募締切り  
令和７年 12 月 12 日（金）〔消印有効〕 
※補助金の交付申請に先立ち、申請予定の案件についてあらかじめ概要を登録する、事業登録が必要です。 

 事業登録締切り：令和７年９月 10 日（水） 

※事前審査願の受付期間も上記応募締切りと同様です。事前審査の受付をしている事業であっても、令和 7 年 12

月 12 日（金）までに交付申請（本申請）書類の提出が必要です。 

3) 応募方法  
・ 上記応募締切りまでに、以下の事務局へ申請書を郵送にて提出してください。 
・ 応募要件等の詳細については、交付申請要領をご覧ください。 
・ 交付申請要領・様式等は、次の URL から入手または電子メールにてお問い合わせ 

ください。  
 【事務局】サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局 

提出先：〒113-0033 東京都文京区本郷 1-28-34 本郷ＭＫビル ４階  
U R L：https://koreisha.mlit.go.jp/service/ 
Email：info[atmark] satsuki.mlit.go.jp（[atmark]を＠に変えて送付してください。）  

【問い合わせ先】 

住宅局安心居住推進課  TEL：03-5253-8111 
 



サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要

○床面積は原則２５㎡以上

○構造・設備が一定の基準を満たすこと

○バリアフリー構造であること（廊下幅、段差解消、手すり設置）

ハード

○必須サービス：状況把握サービス・生活相談サービス

※その他のサービスの例：食事の提供、清掃・洗濯等の家事援助

サービス

○長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないこととしてい
るなど、居住の安定が図られた契約であること

○敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと 等

契約内容

【登録基準】

【入居者要件】

・60歳以上の者 又は要支援・要介護認定者 等

【併設施設】
診療所、訪問看護ステーション、
ヘルパーステーション、
デイサービスセンター など

サービス付き高齢者向け住宅

○バリアフリー化や居住者への生活支援の実施等の基準を満たす住宅について都道府県等が登録を実施。
※サービス付き高齢者向け住宅の登録制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」（高齢者住まい法）の改正により創設

（平成23年４月公布・同年10月施行）

○料金やサービス内容など住宅に関する情報が事業者から開示されることにより、居住者のニーズにあった
住まいの選択が可能。

289,013戸戸数

8,323棟棟数

【登録状況（R6.12末時点）】

住み慣れた環境で必要なサービスを受けながら暮らし続ける

別紙１



サービス付き高齢者向け住宅整備事業

補助対象・限度額（※１）補助率

135万円／戸（※２，３）
１／１０
（※４）

床面積30㎡以上
（かつ一定の設備完備）

新築 120万円／戸（※３）床面積25㎡以上
70万円／戸（※３）床面積25㎡未満

195万円／戸（※５，６）、（※７）１／３改修、既設改修

限度額補助率

1,000万円／施設
１／１０新築

１／３改修、既設改修

サービス付き高齢者向け住宅の制度概要

補助制度の概要

住宅

限度額補助率

合わせて４万円／戸
１／１０

太陽光パネル・蓄電池

２万円／戸太陽熱温水器

再エネ等設備（※９）

サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、整備費に対する支援を行う。

○高齢者住まい法に基づくサービス付き高齢者向け住宅として10年以上登録すること
○家賃の限度額は、所在市区町村に応じて設定した額（11.2～25.6万円／月）とすること
○入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないこと

○入居者が、任意の事業者による介護サービスを利用できること

○情報提供システムの運営情報の提供、更新を行うこと

○新築・改修の場合は、都道府県や市区町村のまちづくり方針と整合していること

○事業主体が運営する介護保険法に基づく指定事業所が指定取消等の対象である場合に、

当該事業主体の組織的な関与があったことが認められないこと 等

補助要件

○床面積は原則２５㎡以上

○構造・設備が一定の基準を満たすこと

○バリアフリー構造であること（廊下幅、段差解消、手すり設置）

ハード

○必須サービス：状況把握サービス・生活相談サービスサービス

○長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないこととしているなど、
居住の安定が図られた契約であること

○敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと 等
契約内容

登録基準

289,013戸戸数

8,323棟棟数

登録状況（R6.12末時点）

※１ 事業目的の達成のために必要な範囲を逸脱する華美又は過大な設備は補助対象外。
※２ 全住戸数の２割を上限に適用（ただし、入居世帯を夫婦等に限定する場合は除く）。２割を超える住戸は120万円／戸。
※３ ZEH相当水準の整備を実施する場合は限度額を1.2倍とし、車椅子使用者に必要な空間を確保した便所や浴室等を設ける場合は10万円／戸

を上乗せする。
※４ ZEH相当水準の整備を実施する場合は3/26とする。
※５ 改修は、以下の費用が補助対象。

共用部分の改修、バリアフリー基準に適合させるための改修、用途変更に伴い建築基準法等の法令に適合させるための構造・設備の改修
（高齢者住まい法上必要となる住宅設備の設置等）、省エネ性能向上のための構造・設備の改修、エレベーター設置、
調査設計計画費（既存ストック型サービス付き高齢者向け住宅に限る）

※６ 限度額195万円/戸が適用される改修は、以下①から④いずれかの場合に限る（調査設計計画費が補助対象になる場合も同様）。
それ以外の改修は、新築と同じ限度額と補助対象が適用。
①階段室型の共同住宅を活用し、新たに共用廊下を設置する改修、②戸建住宅や事務所等を活用し、用途変更に伴い建築基準法等の法令に適合
させる改修、③車椅子使用者に必要な空間を確保した便所や浴室等の改修、④省エネ性能向上のための構造・設備の改修

※７ 既設改修は、以下の費用が補助対象。
IoT技術を導入して非接触での生活相談サービス等の提供を可能とする改修（限度額10万円／戸）、車椅子使用者に必要な空間を確保した便所や
浴室等の改修（限度額150万円／戸）、止水板設置等の整備（限度額35万円／棟）、省エネ性能向上のための構造・設備の改修（限度額35万円／戸）

※８ 新築及び既設改修は、介護関連施設等の建設に係る費用は補助対象外。
また、既設改修は、地域交流施設等のうち交流施設の整備に係る費用に限って補助対象。

※９ 全量自家消費であること等の要件を満たす場合に補助対象。

学校を改修して整備した住宅 高齢者生活支援施設における地域交流（イメージ）

○60歳以上の者
○要支援・要介護認定者 等

入居者要件

下線部は令和７年度予算における見直し事項

※土砂災害特別警戒区域、浸水被害防止区域及び災害危険区域（急傾斜地崩壊危険区域若しくは地すべり防止区域と重複する区域に限る）における住宅の新築は、原則、補助対象外
※「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン内」で建設された住宅のうち、３戸以上のもので、都市再生特別措置法に基づく市町村長の勧告に従わなかった旨の公表にかかるものは、原則、補助対象外
※（ⅰ）かつ（ⅱ）の区域における住宅の新築は、原則、補助対象外 （ⅰ）市街化調整区域 （ⅱ）土砂災害警戒区域又は浸水想定区域（洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ３ｍ以上の区域に限る）

高齢者生活支援施設（地域交流施設等及び介護関連施設等）（※８）

別紙２

令和７年度当初予算：
スマートウェルネス住宅等推進事業（160.87億円）の内数


